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４．中城村の公共交通のあり方 

４-１.地域公共交通の問題点と課題 
 

2章、3章で整理した地域や公共交通の現状・問題点は以下のとおりです。 

 

表 26 現状と問題点 

  概要 課題 

地域

の現

状・

問題

点 

・ 村内人口は、22,654人（令和 6年 7月時点）であり、今後も増加傾向 ① 

・ 特に上地区（南上原）において、年少人口の増加が顕著であり、上地区（南上原）
に限定されている年少人口の増加を村内全体に波及させていくことを考える必要性 

① 

・ 高齢者数も増加傾向にあり、下地区（伊集～浜）、下地区（安里～久場）、上地区
（登又～北上原）では高齢化率が約 30％ 

② 

・ 70 歳代における免許保有率は 80％以上と非常に高い一方で、80歳以上の約 40％が
運転免許を返納しており、免許を返納せざるを得ない状況に至るまで、免許を所持
している可能性 

② 

・ 世界遺産の「中城城跡」が中城村と北中城村にまたがって立地しており、年間約 9
万人が来訪 

・ 村内から「中城城跡」に乗り入れている公共交通がなく、公共交通による村内の観
光周遊は困難 

③ 

・ 移動特性として、買い物や通院、通勤・通学等の日常生活における活動が村内で完
結せず、移動範囲が広域 

④ 

公共

交通

の現

状・

問題

点 

・ 村内の小中学校への登下校手段として、「護佐丸バス」または「スクールバス」を
利用。「護佐丸バス」は高校生の登下校手段としても利用されており、全路線で小
中高生の登・下校に利用 

① 

・ 護佐丸バスについては、時間帯によって、区間ごとの利用特性が異なることから、
必ずしも全ての便を「循環」で運行する必要性がない可能性 

③ 

・ また、護佐丸バスの運行に係る財政負担額については、利用者数の増加に伴い運賃
収入は微増しているものの、依然として運行経費が運賃収入を大きく上回ってお
り、財政負担に大きく依存しながら運行される状況 

③ 

・ 事業者ヒアリングにおいて、現状最小限の人数で運行しており、運転手不足や運転
手の高齢化等の状況をふまえると、運行時間の拡大や大幅な増便等は困難との意見 

③ 

・ 高齢者が無理なく歩ける距離である 100ｍ圏外を「交通不便地域」とした場合、下
地区（浜）は地区内にバス停がない交通不便地域が存在 

② 

各種

調査

結果

等 

・ 住民アンケートにおいて、直近 1カ月に公共交通を利用したと回答した人のうち、
60%以上が「モノレール」または「路線バス」を利用したと回答 

④ 

・ 利用者アンケートにおいて護佐丸バスから路線バスや、路線バスを経由したモノレ
ールへの乗り継ぎが見られる 

④ 

・ 中学生保護者アンケ―トにおいて、進学時に公共交通で通学できることが望ましい
と考えている人が 90%を占めており、進学における公共交通の重要性 

① 

・ また、中学生と高校生ともに送迎を実施する家庭が 80％を超えており、送迎が大き
な負担となっている 

・ 一方で、待合環境への不安や運行状況が不透明であること、運賃支払いへの煩雑さ
などにより、子どもが自力で移動しにくい状況があり、安心して利用できる環境が
求められている 

① 

・ さらに、公共交通は、通学手段としても利用されており、沖縄市の高校への通学手
段として「路線バス」が約 60％、那覇市等の高校へは「モノレール」も利用 

・ 中城村の小中高生の通学手段として公共交通が利用されている 

①、

④ 

・ 民生委員アンケートにおいて、全地区で「移動サービスを利用できず、困っている
状況がある」 

② 

・ また、「免許返納後の移動が困難」、「以前のような低額の乗合タクシーがあれば良
い」といった意見が見られる 

② 
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現状・問題点に加えて、各種調査結果より得たニーズや公共交通に求められる役割等をふま

え、地域が目指す将来像の実現に向けて、地域公共交通のなかで解決すべき課題を以下のとお

り整理しました。 
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４-２.地域公共交通の基本方針 
 

解決すべき課題（再掲）をふまえて、中城村における公共交通のあり方（基本方針）・基本目標を以下のとおり定めます。 
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４-３.目標の達成状況を評価するための指標 
 

計画の目標の達成状況を評価するための指標、およびそれぞれの指標の目標値を以下のとおり

設定します。 

表 27 目標の達成状況を評価するための指標 

目標 No. 評価指標 指標の定義 

［データの取得方法］ 

設定意図 

目標①： 

既存公共交通の利便

性向上と持続的な運

営の両立により、住

民が日常的に安心し

て利用できる移動環

境を構築 

①-1 護佐丸バスの

便あたり利用

者数 

・ 護佐丸バスの総利用者
数を全系統の総運行便
数で除して算出［交通
事業者資料・中城村資
料より］ 

・ 公共交通の利便性向上に資する
施策展開により護佐丸バスが通
勤・通学手段等として今後も引
き続き一定の利用者数が確保さ
れているか確認します。 

①-2 護佐丸バスを

利用する小学

生の護佐丸

PASS の利用割

合 

・ 護佐丸バスの小学生の
総利用者数に占める小
学生の護佐丸 PASS の
累計利用回数［交通事
業者資料・中城村資料
より］ 

・ 公共交通の利便性向上および安
心して利用できる環境の確保に
資する施策展開により護佐丸バ
スを利用する小学生の護佐丸
PASS への転換が進んでいるか確
認します。 

①-3 公共交通事業

全体に係る収

支率 

・ 公共交通事業全体に係
る支出に対する運賃収
入注 1の割合［交通事業
者資料・中城村資料よ
り］ 

・ 公共交通の利便性・持続性向上
に資する施策展開により護佐丸
バスおよび公共交通事業全体の
収支率が改善されているか確認
します。 

①-4 公共交通事業

全体に係る住

民 1 人あたり

の財政負担額 

・ 公共交通事業全体に係
る財政負担額（公的資
金投入額）［交通事業
者資料・中城村資料よ
り］ 

・ 公共交通の利便性・持続性向上
に資する施策展開により護佐丸
バスおよび公共交通事業全体の
財政負担額が改善されているか
確認します。 

目標②： 

広域交通体系の有効

活用により、公共交

通全体の利便性を向

上させる環境を構築 

②-1 結節点の整備

箇所数 

・ 結節点の整備箇所数注 2

［中城村資料より］ 
・ 広域交通を有効活用した公共交

通全体の利便性向上に資する施
策展開により、乗り継ぎ環境が
改善されているか確認します。 

目標③： 

既存公共交通ではカ

バーできていない移

動やニーズをカバー

する移動手段・移動

支援の環境を構築 

③-1 高齢者の交通

サービス圏域

人口の割合 

・ 交通サービス圏域に居
住する 75 歳以上人口
の割合注 3［交通事業者
資料・国勢調査・住民
基本台帳より］ 

・ 公共交通を支える体系の構築に
資する施策展開により既存公共
交通ではカバーできていない移
動やニーズの対応が実施できて
いるか確認します。 

 

注 1：運賃収入は現金、回数券、キャッシュレスを対象とする。 

注 2：結節点の定義として、「施設内で待機できる」、「バスの接近情報が確認できる」、「上屋・ベンチが設置されて

いる」のいずれかを満たすこととする。 

注 3：バス停から 300m 圏内に居住するまたは、施策⑤⑥により移動サービスの運用を開始した自治会に居住してい

る場合、交通サービス圏域に居住する、とする。また、住民アンケート結果より、免許返納率が高い 70 歳以上

を含み、国勢調査の人口メッシュ（250ｍ）データの年齢区分が存在する「75 歳以上」を対象とする。 
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表 28 評価指標の現況値と目標値 

目標 No. 評価指標 単位 現況値 

(基準年) 

目標値 目標値設定の考え 

目標①： 
既存公共交
通の利便性
向上と持続的
な運営の両
立により、住
民が日常的
に安心して利
用できる移
動環境を構
築 ss 

①-1 護佐丸バスの

便あたり利用

者数 

人/便 13.0 

(R6 年度) 

14.3 総利用者数は増加傾向であるも
のの増加数自体は鈍化している
ことを踏まえ、令和 3 年～令和
6 年度の増加数（実績）をもと
に、直近 3 年間の増加数の変化
量の平均値を用いて目標年の総
利用者数を推計し、運行便数を
現状維持とした場合においても
総利用者数を達成することを目
標に 1便当たりの利用者数※1を
設定します。 

①-2 護佐丸バスを

利用する小学

生の護佐丸

PASS の利用割

合 

％ 

（年間） 

6※2 

(R7 年 11 月

運用開始) 

50 支払い時の利便性向上だけでは
なく、見守り機能の活用も含め
て、護佐丸 PASS の登録により、
保護者が安心して利用を任せら
れる環境を構築することを目指
し、まずは現金利用者※3を護佐
丸 PASS に転換することを目標
に設定します。 

①-3 公共交通事業

全体に係る収

支率 

％ 

（年間） 

18 

(R6 年度) 

18 利便性向上や移動サービスの適
正化・最適化により、系統や運
賃の見直し後においても現行同
程度の収支率を維持することを
目標に設定します。 

①-4 公共交通事業

全体に係る住

民 1 人あたり

の財政負担額 

円／住民 1

人あたり 

（年間） 

873 

(R6 年度) 

873 利便性向上や移動サービスの適
正化・最適化により、系統や運
賃の見直し後においても現行同
程度の財政負担額を維持するこ
とを目標に設定します。 

目標②： 
広域交通体
系の有効活
用により、公
共交通全体
の利便性を
向上させる
環境を構築 

②-1 結節点の整備

箇所数 
箇所数 0 

（R7 年度） 

4 箇所 

程度 
関連施設との協議が必要である
こともふまえ、計画の 5 か年に
おいては、主要路線バスが運行
する下地区（国道 329 号沿線）、
上地区（南上原）でそれぞれ上
下方向に 1 箇所（計 4 箇所）程
度整備することを目標に設定し
ます。 

目標③： 
既存公共交
通ではカバー
できていな
い移動やニー
ズをカバーす
る移動手段・
移動支援の
環境を構築 

③-1 高齢者の交通

サービス圏域

人口の割合 

％ 75 

(R6 年度)※4 

増加 施策⑤⑥の取り組みを実施した
自治会に居住している人も含
め、交通サービス圏域人口の向
上を目標に設定します。 

※１便あたり利用者数は、総利用者数/総運行便数で算出する。 

※２護佐丸 PASS 運用開始後、データ取得が可能な令和 7 年 11 月 19 日～1月 31 日の期間における小学生の総利用者

数に対する、同期間の護佐丸 PASS 利用者（小学生）の割合を現況値とする。 

※３小学生の総利用者数から小学生の回数券利用者数を差し引いた人数を、小学生の「現金利用者数」として扱う。 

※４交通サービス圏域の範囲は令和 6 年のバス停の設置状況、人口は令和 2 年の国勢調査（250ｍメッシュ）人口よ

り算出する。  
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４-４.公共交通の役割と地域公共交通確保維持事業の必要性 
 

４-４-１.中城村における公共交通の役割 
 

中城村においては、多様な交通モードが以下のような役割を担いながら相互に連携し、

“一体的なネットワーク”として住民や来訪者に必要な移動サービスを持続可能な形で確

保･維持していくこととします。 
 

表 29 中城村における公共交通の位置づけと役割分担 

位置づけ 区分 路線・系統等 役割 確保・維持策 

広

域 

交

通 

地域間

幹線 

路線 
バス 

・ 30 番泡瀬東線 
・ 97 番琉大線 
・ 294 番てだこ琉大快

速線 

・ 村内の交通拠点と村
外との広域交通を担
います。 

・ 交通事業者と協議
の上、一定以上の
運行を確保します。 

地

域

内 

交

通 

支線 
護佐丸
バス 

・ 伊集普天間線 
・ 久場琉大線 
・ 伊集回り線 
・ 久場回り線 

・ 主に村内や周辺の交
通拠点を中心に運行
し、軸となる地域間
幹線等に接続します。 

・ 地域公共交通確保
維持事業（フィー
ダー系統）を活用
し持続可能な運行
を目指します。 

その他 

・ 乗用タクシー 
・ 貸し切りバス 
・ スクールバス 
・ シェアサイクル 
・ 自家用有償旅客運送 
・ 互助（ボランティア）

輸送 等 

・ 路線バスや護佐丸バ
スでは対応しにくい
目的や移動を担い補
完します。 

・ また、路線バス等の
広域交通や地域内交
通に接続することに
より、広域交通体系
を確保するための補
完的交通として考え
ます。 

・ 利用状況やニーズ
等をふまえて活用
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １１４ 中城村における公共交通ネットワーク  
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４-４-２.地域公共交通確保維持事業の必要性 
 

以下に示す路線･系統等については、地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統･地域内

フィーダー系統)の活用も検討しつつ、運行を確保･維持していくこととします。 
 

表 30 地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置づけ 路線・系統等 地域公共交通確保維持事業の必要性 

地域内 
フィーダ
ー系統 

護佐丸バス 

・ 伊集普天間

線 

・ 上地区と下地区を結ぶ村内の移動手段としての役割を
担うとともに、国道 329 号や県道 29 号線沿線にて路線
バスとの接続を可能とするなど、地域間幹線を補完する
欠かせない路線です。 

・ 一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持

が難しく、地域公共交通確保維持事業(フィーダー系統)

も念頭に運行を確保･維持する必要があります。 

・ 久場琉大線 

・ 伊集回り線 

・ 久場回り線 

自家用有償
旅客運送 

・ エリア未定 

・ 地域内において既存公共交通では対応が困難な移動ニ

ーズに対する新たな移動手段として、住民生活を支える

各種施設への移動手段としての役割に加え、地域間幹線

への接続を図る補完的な移動手段として自家用有償旅

客運送を活用した移動手段を検討します。 

・ 自治体や事業者の運営努力だけでは移動手段の導入が

困難な状況をふまえて、地域公共交通確保維持事業(フ

ィーダー系統)による運行も視野に入れて、安定的な確

保を図ります。 

 

４-４-３.補助系統に係る事業および実施主体の概要 
 

地域公共交通確保維持事業の対象となる事業および実施主体の概要は以下のとおりです。 

なお、下表には計画期間中に系統の再編や新たに運行を開始することを想定しているも

のも含みます。 

表 31 補助系統に係る事業および実施主体の概要 

系統名 起点 経由地 終点 
運行の態

様 
実施主体 

補助事業の
活用 

護佐丸バス 
（伊集普天
間線） 

・ 伊集 ・ 奥間 ・ 普天間

りうぼ

う 

・ 路線定

期運行 

・ 中城村（交通事業

者へ運行委託（4

条乗合）） 

・ フィーダ

ー補助 

護佐丸バス
（久場琉大
線） 

・ ひが皮

膚科ク

リニッ

ク前 

・ 奥間 ・ 中部商

業高校

前 

・ 路線定

期運行 

・ 中城村（交通事業

者へ運行委託（4

条乗合）） 

・ フィーダ

ー補助 

護佐丸バス
（伊集回り
線、久場回
り線） 

・ 吉の浦会館を起終点とした循環

運行 

・ 路線定

期運行 

・ 中城村（交通事業

者へ運行委託（4

条乗合）） 

・ フィーダ

ー補助 

自家用有償
旅客運送 

・ エリア未定 ・ 区域運

行 

・ 中城村（交通事業

者等へ運行委託

（自家用有償旅客

運送）） 

・ フィーダ

ー補助 


